
 

 

                                                                                                                             

            

令 和 ７ 年 ５ 月 ２ ３ 日 

県土整備部道路環境課 

０４３－２２３－３１４０ 

国道４６５号（君津市平田地先）の全面通行止め解除について（片側交互通行） 

 令和７年４月２９日から、法面崩落により全面通行止めとなっていた   

国道４６５号 君津市平田
ひ ら っ た

地先については、崩落土砂等の撤去が完了しました

ので、５月２６日（月）１２：００に片側交互通行へ切り替えます。 

 道路利用者の方々には引き続き、御理解・御協力くださるようお願いいたし

ます。 

 

 

１ 路線名 

国道４６５号 君津市平田
ひらった

地先（別紙参照） 

 

２ 規制内容 

  令和７年５月２６日（月）１２：００から 

  全面通行止めから片側交互通行に切り替え 

  ※仮設信号機による片側交互通行となりますので、通行の際はご注意ください。 

   （「規制図」参照） 

 

３ お問合せ先 

千葉県道路環境課企画班   電話０４３－２２３－３１４０                                                                                                                             

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 



国道４６５号 君津市平田地先 別紙

出典：千葉県道路図令和５年３月更新（内外地図株式会社）
※無断転載禁止

被災状況

片側交互通行（君津市平田）
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片側交互通行延長 約２００


